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品 名 

又は 

件 名 

塗装ブースの組立，設置及び運搬 

浜基ＬＰＳ－Ｂ８４９００１ 

承 認 令和 ８年 ４月 ６日 

作 成 令和 ８年 ４月 ６日 

改 正 
令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作成部 

隊等名 
第１航空団修理隊 

1   総則 

1.1   適用範囲 

この仕様書は，航空自衛隊浜松基地において第１航空団整備補給群修理隊が保有する 

塗装ブースの組立，設置及び運搬（以下「役務」という。）について規定する。 

1.2  引用文書 

  この仕様書に引用する次の文書は，本仕様書に規定する範囲内において，この仕様書

の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

 なお，次の文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合には，この仕

様書に定める内容が優先する。 

a)  法令等 

   消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

浜松市火災予防条例（浜松市条例第１７号） 

2  役務に関する要求 

2.1   役務内容 

役務履行場所における，塗装ブースの組立，設置及び運搬 

2.2   役務履行場所 

航空自衛隊浜松基地（付図１による。） 

2.3   役務対象器材 

役務対象器材は，表１による。 

表１－役務対象器材 

品名 規格 数量（式） メーカー名 

塗装ブース ＣＡＢ－Ｈ２ＥＳ １ アンデックス株式会社 

2.4   役務の要領 

a)  役務に必要な資器材及び工具等は契約の相手側が準備するものとする。 
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件 名 塗装ブースの組立，設置及び運搬  

b)  組立及び設置は，付図２，付図３，付図４，付図５，付図６及び付表１に基づき行

うものとする。 

c)  組立及び設置の順番については，監督官と調整のうえ，行うものとする。 

d) 契約の相手方は，監督官立会いのもと資材保管場所から，組立及び設置場所へ資材 

  運搬（付図７～付図１０による）を行うものとする。 

e) 役務により生じた発生材は，契約の相手方が処分するものとする。 

f) 契約の相手方は，1.2a)に示す法令等に基づき表２による火災報知器の準備, 設置

及び動作確認を行うものとする。 

表２－火災報知器の細部 

内容 個数 

定温式スポット型感知器１２０℃（１種・防爆形） ２個 

2.5   一般事項 

a)  基地内の物品および施設等に損傷を与えた場合は，契約の相手方の責において現状

回復するものとする。 

b)  役務履行時間は，土日及び祝日を除く０８時１５分から１７時００分とする。 

なお，時間の変更を要望する場合は，契約の相手方はあらかじめ監督官と調整す

る。 

c)  役務に従事する作業者は，日本国籍を有する者とする。 

d) 契約期間中に台風等の自然災害による被害が予期される場合は，契約の相手方は飛

散防止措置等を講じるとともに，監督官の確認を受けるものとする。 

  なお，災害後に被害を確認した場合は，速やかに点検を実施するとともに，その対

応について監督官と協議するものとする。 

3   監督・検査 

監督及び検査は，役務完了後，検査官及び契約の相手方立会いのもと検査を実施する 

ものとする。検査の結果，不具合が確認された場合は，契約の相手方は，自己の負担に

おいて必要な是正措置を講じたうえで，再度検査を受けるものとする。 

4   品質管理 

 設置完了後１年以内において，機能不良及び損傷が発生し，その原因が契約の相手方

の責に帰すべき事由によるものと認められる場合は，契約の相手方は，自己の負担にお

いて無償で修理又は是正を行うものとする。  

5   その他の指示 

5.1  提出書類 

 提出書類の提出部数は，特に定めない限り１部とし，提出方法については監督官の指

示による。 

5.1.1 役務実施前 

a) 作業計画書 

契約の相手方は，契約締結後速やかに作業計画書（付表２による）を作成し，監督

官に提出のうえ承認を受けるものとする。 
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件 名 塗装ブースの組立，設置及び運搬 

b) 役務工程表 

契約の相手方は，契約締結後速やかに役務の実施時期，工程及びその他必要と認め

る事項を記載した役務工程表（様式任意）を作成し，監督官及び検査官の確認を受

けた後，提出するものとする。 

なお，提出書類内の事項に変更が生じた場合は，再度承認を得ることとする。 

c) 役務作業者名簿 

契約の相手方は，契約締結後速やかに，役務作業者名簿（付表３による）を作成

し，監督官に提出するものとする。 

d) 品質保証証明書 

契約の相手方は，契約締結後速やかに製造会社による品質保証が受けられることを

証明する書類（様式任意）を作成し，監督官に提出するものとする。 

5.1.2 役務実施後 

a)  契約不適合責任保証書 

契約の相手方は，完成検査合格後１年間の契約不適合責任を保証する書類を作成

し，監督官に提出するものとする。 

b)  風速測定の試験成績書 

契約の相手方は，組立及び設置完了後に試運転を実施し，風速測定に係る試験成績

書（様式任意）を作成し，監督官に提出するものとする。 

c)  検査成績表 

契約の相手方は，組立及び設置完了後，検査成績書（様式任意）を作成し，監督官

に提出するものとする。 

5.2  秘密保全 

a) この仕様書は，当該役務履行目的以外で使用してはならない。 

b) 契約の相手方は，基地内において役務履行に必要な場所以外への立入は行わないも 

のとし，細部は，監督官の指示に従うものとする。 

c) 契約の相手方は，本役務で知りえた情報について，第三者に漏らしてはならない。 

d) 契約の相手方は，基地内における写真撮影については，役務履行に必要な場合のみ 

とし，監督官の許可を得るものとする。また，写真，フィルム及びデータについて 

は役務終了後，完全に消去し，保持しないものとする。 

e) 契約の相手方は，役務に関連するデータについて，ファイル交換ソフトがインスト

ールされていないパソコン等を使用し処理するものとし，必要書類の提出後，当該

データを消去し，当該データを保有しないものとする。 

5.3  仕様書の疑義 

この仕様書に記載されていない事項で，関係法令等上，当然実施しなければならない

事項については，契約の相手方が関係法令等に基づき実施するものとする。その際，疑

義が生じた場合は，監督官と調整のうえ指示を受けるものとする。 
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件 名 塗装ブースの組立，設置及び運搬 

5.4   基地内共通事項 

契約の相手方は，基地内において法令及び基地で定めた規則を遵守しなければなら 

ない。代表的な遵守事項は次によるほか，細部は監督官及び検査官の指示に従わなけれ

ばならない。 

a)  契約の相手方は，基地及び基地の施設への立ち入りに当たっては，基地規則に基づ 

く所要の手続きを実施し，基地司令等の許可を受ける。 

b)  契約の相手方は，現地作業において基地の電力及び給水を使用する必要がある場合 

は，官側と調整する。 

c)  基地への入門時間は, 平日の０８時１５分から１７時００分を基準とし，その時間        

を超える場合は，官側との調整により手続きをとるものとする。 
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付図３－塗装ブースレイアウト図（上面図） 
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付図８－組立及び設置場所搬入口（工作整備場） 
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付表１－塗装ブース諸元 

 

 

１ 諸元内訳 

 名  称 仕  様 台数 

１ 
塗装ブース 

（本体） 

製造会社 アンデックス株式会社 

１式 

型式 ＣＡＢ－Ｈ２ＥＳ 

喚起方法 プッシュプル型 

本体寸法 
外寸：6080 ㎜(W)×5080 ㎜(L)×4200 ㎜(H) 

内寸：5000 ㎜(W)×5000 ㎜(L)×3000 ㎜(H) 

２ 吸気ユニット ＫＹ－Ｈ２（320 ㎥/min 600Pa DBOA47-46-45R） １台 

３ 熱風発生器 電気コイル（三相:200V 160.6Kw 単相:200V 0.75Kw） １台 

４ 排気ユニット ＨＹ－Ｈ２（320 ㎥/min 600Pa DBOA47-46-45R） １台 

５ 正面出入口 バーチカルドア １台 

６ 安全増防爆形ＬＥＤ灯 ６０型 ３灯式（LED ﾗﾝﾌﾟ）LGWA2003624 １１台 

７ 制御盤 ＩＮＶ制御 １台 

８ 外気導入ダクト 亜鉛鉄板 0.8t １式 

９ 排気ダクト 亜鉛鉄板 0.8t １式 

１０ ヒータップスライダー ＳＬＣ－６３－Ｌ５８００－ＦＡ（センサー付き） １式 

１１ 制御盤 ヒータップスライダー １台 

１２ トランスフォーマー 供給エアー（1.0MPa 以下） 接続口径（Rc3/8） ２台 

 

２ 使用電力 

 名  称 電  源 出力（Ｋｗ） 合計出力（Ｋｗ） 

２ 吸気ユニット ＡＣ２００Ｖ ３φ Ｈｚ ７．５ ７．５ 

３ 熱風発生器 ＡＣ２００Ｖ ３φ Ｈｚ １３８．０ １３８．０ 

４ 排気ユニット ＡＣ２００Ｖ ３φ Ｈｚ ７．５ ７．５ 

５ 正面出入口 ＡＣ２００Ｖ ３φ Ｈｚ ０．４ ０．４ 

６ 安全増防爆形ＬＥＤ灯 ＡＣ２００Ｖ １φ Ｈｚ ０．０６８ ０．０６８ 

１０ ヒータップスライダー ＡＣ２００Ｖ ３φ Ｈｚ ７．２ ７．２ 
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付表２－作業計画書 

 

 

 

作業計画書 

 

令和  年  月  日 

 

 

 （提出先） 

契約担当官 殿 

 

 

住  所 

 

会 社 名 

 

代表者名              

 

                       

担当者名 

 

                      電話番号 

 

 

１ 役務の名称 

  塗装ブースの組立及び設置 

 

２ 作業実施期間 

  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 
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付表３－役務作業者名簿 

 

役 務 作 業 者 名 簿 

一連 

番号 

（ふりがな） 

氏    名 

生年月日 

年  齢 

（ふりがな） 

現  住  所 
国 籍 

防衛省勤

務経験の

有無 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

注記 一連番号は，必要に応じ追加することが可能である。 
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